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第１号議案  

 

   大阪広域 水 道企業団水道企 業 条例一部改正の 件  

 

大阪 広域 水道 企業 団水 道企 業条 例の 一部 を改 正す る条 例を 次の ように

定める。  

 

令和  年  月  日 提出  

大阪広域水道企 業 団  

企業長  永藤  英 機  

大阪広域水道企 業 団条例第  号  

大阪広域水道企 業 団水道企業条例 の 一部を改正する 条 例  

大阪 広域 水道 企業 団水 道企 業条 例（ 平成 23年 大阪 広域 水道 企業 団条例

第２号）の一部 を 次のように改正 す る。  

次の 表の 改正 前の 欄に 掲げ る規 定を 同表 の改 正後 の欄 に掲 げる 規定に

下線で示すよう に 改正する。  

改正後  改正前  

（経営の基本）  （経営の基本）  

第３条  （略）   第３条  （略）   

２  （略）  ２  （略）  

(１ ) （略）  (１ ) （略）  

ア  （略）  ア  （略）  

給水対象 １日最大給

水量 

堺市、岸和田市、豊中市、

池田市、吹田市、泉大津

市、高槻市、貝塚市、守口

市、枚方市、茨木市、八尾

市、泉佐野市、富田林市、

寝屋川市、河内長野市、松

原市、大東市、和泉市、箕

面市、柏原市、羽曳野市、

門真市、摂津市、高石市、

東大阪市、交野市、島本

町、能勢町及び大阪広域水

道企業団 

1,540,000

立方メート

ル 

 

給水対象 １日最大給

水量 

堺市、岸和田市、豊中市、

池田市、吹田市、泉大津

市、高槻市、貝塚市、守口

市、枚方市、茨木市、八尾

市、泉佐野市、富田林市、

寝屋川市、河内長野市、松

原市、大東市、和泉市、箕

面市、柏原市、羽曳野市、

門真市、摂津市、高石市、

東大阪市、交野市、島本

町、能勢町及び大阪広域水

道企業団 

1,710,000

立方メート

ル 

 

イ  （略）  イ  （略）  

(２ ) （略）  (２ ) （略）  

附  則  

この条例は、令 和 ４年４月１日か ら 施行する。  
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第２号議案  

 

   大阪広域 水 道企業団個人情 報 保護条例一部改 正 の件  

 

大阪 広域 水道 企業 団個 人情 報保 護条 例の 一部 を改 正す る条 例を 次のよ

うに定める。  

 

令和  年  月  日 提出  

大阪広域水道企 業 団  

企業長  永藤  英 機  

大阪広域水道企 業 団条例第  号  

大阪 広 域水 道企 業 団 個 人 情報 保護 条 例の 一 部を 改正 す る条

例  

大阪 広域 水道 企業 団個 人情 報保 護条 例（ 平成 23年 大阪 広域 水道 企業団

条例第５号）の 一 部を次のように 改 正する。  

次の 表の 改正 前の 欄に 掲げ る規 定を 同表 の改 正後 の欄 に掲 げる 規定に

下線で示すよう に 改正する。  

改正後  改正前  

（定義）  （定義）  

第２条  （略）  第２条  （略）  

(１ ) （略）  (１ ) （略）  

ア  当 該 情 報 に 含 ま れ る 氏 名 、 生 年 月

日 そ の 他 の 記 述 等 （ 文 書 、 図 画 若 し

く は 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気

的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認

識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ

る 記 録 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 記 載

さ れ 、 若 し く は 記 録 さ れ 、 又 は 音

声 、 動 作 そ の 他 の 方 法 を 用 い て 表 さ

れた 一 切の 事項 （ 個 人識 別 符号 （ 個

人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 15

年 法 律 第 57 号 。 以 下 「 法 」 と い

う。 ） 第２ 条第 ２ 項 に規 定 する 個人

識 別 符 号 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 除

く 。 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り

特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ と が で き る

も の （ 他 の 情 報 と 照 合 す る こ と が で

き 、 そ れ に よ り 特 定 の 個 人 を 識 別 す

る こ と が で き る こ と と な る も の を 含

む。）  

ア  当 該 情 報 に 含 ま れ る 氏 名 、 生 年 月

日 そ の 他 の 記 述 等 （ 文 書 、 図 画 若 し

く は 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気

的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認

識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ

る 記 録 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 記 載

さ れ 、 若 し く は 記 録 さ れ 、 又 は 音

声 、 動 作 そ の 他 の 方 法 を 用 い て 表 さ

れた 一 切の 事項 （ 個 人識 別 符号 （ 行

政 機 関 の 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 に

関 す る 法 律 （ 平 成 15年 法 律 第 58号 ）

第２ 条 第３ 項 に 規 定 する 個 人識 別符

号 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 除 く 。 ）

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 特 定 の

個 人 を 識 別 す る こ と が で き る も の

（ 他 の 情 報 と 照 合 す る こ と が で き 、

そ れ に よ り 特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ

と が で き る こ と と な る も の を 含

む。）  

イ  （略）  イ  （略）  

(２ )～ (７ ) （略）  (２ )～ (７ ) （略）  
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(８ ) 国等  国、独立行政法人等（ 法第

２条第 ９項 に 規定す る独立 行政 法人等

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 、 地 方 公 共 団

体 、 地 方 独 立 行 政 法 人 及 び そ の 他 の 公

共団体をいう。  

(８ ) 国等  国、独立行政法人等（ 独立

行 政 法 人 等 の 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護

に 関 す る 法 律 （ 平 成 15年 法 律 第 59号 ）

第２条 第１ 項 に規定 する独 立行 政法人

等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 、 地 方 公 共 団

体 、 地 方 独 立 行 政 法 人 及 び そ の 他 の 公

共団体をいう。  

附  則  

この条例は、令 和 ４年４月１日か ら 施行する。  
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